
平成２２年度消費生活アドバイザー試験及び称号付与等の仕組み
１．試験

①通常受験者

②第1次試験
免除者

第2次試験
（論文・面接）

受験申請 受験票の交付 申請区分による 第1次試験 判定

不合格通知

合格

不合格

合格通知

判定合格証の交付

実務経験

不合格

合格

②第1次試験免除者

２．称号付与申請へ

①通常受験者

②第1次試験免除者

①通常受験者

２．称号付与申請

平成23年度のみ
②第1次試験免除者とする

合格証交付

実務研修
実務研修
修了証の交付

称号付与申請

申請区分による

あり

なし 称号付与
(消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
名簿に登録
(更新の時は再登録)

３．有効期限の更新

更新研修の案内

消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
証の交付

登録住所へ
毎年4月上旬に送付

消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
記章・証書申請

申請あり

消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
記章・証書の交付

称号有効期限
(5年間)

経歴書の提出

申請なし

有効期限内に
4講座以上受講

更新研修
修了証の交付

有効期限の
更新申請

随時受付

※消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ称号の取り消し
①称号有効期限内に更新申請手続きがなされなかった場合
②消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ資格審査委員会での議決があった場合

不合格通知＋

平成25年3月末日まで


